
船舶インシデント調査報告書 

令和４年１２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 令和４年５月１８日 １３時３０分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市片
かた

島南方沖 

 御床
み と こ

島灯台から真方位０２９°３.４海里付近 

 （概位 北緯３３°０３.５′ 東経１２９°３４.１′） 

インシデントの概要  遊漁船大福
だいふく

丸は、主機を停止して漂泊中、主機が始動できなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年５月２０日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 大福丸、４.４トン 

 ２９２－４７５４７長崎、個人所有 

ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力１３９.７０kＷ、回転

数毎分２,５００、６気筒、ボア１０５mm、使用燃料軽油、昭和 

６１年３月１６日進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、釣り場所を変

えては、主機を停止して漂泊した後、主機を始動しようとしたとこ

ろ、主機が始動できず、運航不能となった。 

本船は、船長が、数回主機の始動を試みたが始動できず、バッテリ

が過放電状態になったと判断して１１８番通報した後、来援した巡視

艇によりえい
．．

航された。 

 船長は、令和３年５月ごろにバッテリを交換し、交換後は充電器を

使用して不定期にバッテリの充電を行っていた。 

船長は、令和４年５月８日ごろにバッテリの充電を行っており、そ

の後は、本船を運航していなかった。 

船長は、本インシデント発生当日、出港時からインシデント発生時

までの間、５～６回釣り場所を移動し、各釣り場では、主機を停止し

て航海計器等は作動した状態で流し釣りを行っていた。 

分析  本船は、釣り場を数回移動しながら漂泊中、船長が、航海計器等を

作動した状態で主機を停止していたことから、バッテリの蓄電容量が

低下し、過放電となり、主機を始動しようとした際、セルモータが回

らず主機が始動できなくなり、運航不能となったものと考えられる。 



原因  本インシデントは、本船が、釣り場を数回移動しながら漂泊中、船

長が、航海計器等を作動した状態で主機を停止していたため、バッテ

リの蓄電容量が低下し、過放電となり、主機を始動しようとした際、

セルモータが回らず主機が始動できなくなったことにより発生したも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、主機を停止して漂泊を行う場合、バッテリの蓄電容量が

極度に低下することがないよう、電子機器等を長時間連続で使用

しないこと。 

 ・予備バッテリを備えておくことが望ましい。 

 


